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第３章 補完調査 

3.1 食品リサイクル法に関する補完調査 

食品リサイクル状況等が確認できていない食品関連事業者を対象に、食品廃

棄物等の発生状況並びに食品リサイクルの取組を把握するための郵送アンケー

トを実施した。 

 

3.1.1補完調査対象事業者の選定 

食品リサイクル法補完調査対象事業者（5,000事業者）の抽出方法として、以

下の方法で実施した。 

 

i)合併、廃業の事業者を除く 

事業者データベースの項目「新規・合併・廃業フラグ」が‘合併’、‘廃業’で

ある事業者を除く。 

 

ii)次の①から③に該当する事業者を除く 

① 事業者データベースの項目「定期報告の有無」において、平成 21年度～令

和 2年度に定期報告の提出がある（●の）事業者。 

② 事業者データベースの項目「調査点検指導状況」において、平成 18年以前

～令和 3年に何らかの調査を行った記録のある事業者。 

③ 事業者データベースの項目「食リ補完調査実施年度」に、‘H25’～‘R2’が

入力されている事業者。 

 

iii)主業種が食品関連事業者に該当する事業者を抽出 

事業者データベースの項目「4 業種分別（主業種）」が、‘食品製造業’、‘食品

卸売業’、‘食品小売業’、‘外食産業’である事業者を抽出する。 

ただし、近畿農政局においては、上記 4 業種以外の業種が入力されている事業

者が多数存在することから、次の業種についても抽出対象に含めるものとする。 

・ 食料品製造業、清涼飲料・茶・コーヒー製造業、酒類製造業は、食品製造業

に含める。 

・ 食料品卸売・小売業、酒類卸売・小売業は、‘業種名称＿1’～‘業種名称

＿3’の内容に応じて、食品卸売業又は食品小売業に含める。 

 

iv)令和 3 年度に定期報告書を受け付けた事業者は調査対象から除く 

令和 3 年度に、各地方農政局等において食品リサイクル法に基づく定期報告

書を受け付けた事業者が抽出されている場合は、調査対象から除く。（別途送付

された定期報告受付状況一覧表による。） 
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v)調査対象事業者（予備を含む。）を選定する 

ⅳ)までで抽出された中から、調査対象事業者を選定する。なお、宛先不明等

により調査件数が目標を下回る可能性があることを考慮し、食品卸売業、食品小

売業、外食産業合計で 200件程度を予備として加える。 

・ 食品製造業は、全ての事業者を調査対象とする。 

・ 食品卸売業、食品小売業、外食産業については、各業種における売上高の上

位から順に調査対象とする。 

なお、業種ごとの調査対象件数は、3業種合計の抽出数に占める各業種の割合

に応じて按分することとする。 

 

上記方法にて、抽出された補完調査対象事業者数（5,000事業者）を以下に示

す。なお、業種ごとの調査対象件数は、3業種合計の抽出数に占める各業種の割

合に応じて按分することとする。 

 

補完調査対象事業者数 

農政局等 
補完調査対象事業者 

食品製造業 食品卸売業 食品小売業 外食産業 合計 

北海道 91 256 100 39 486 

東北 34 0 50 42 126 

関東（東京） 136 18 157 317 628 

関東（東京以外） 299 165 331 185 980 

北陸 61 48 61 55 225 

東海 92 254 80 97 523 

近畿 202 109 179 209 699 

中四国 185 279 140 111 715 

九州 187 90 198 104 579 

沖縄 14 0 17 8 39 

合計 1,301 1,219 1,313 1,167 5,000 
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3.1.2アンケート調査用紙の作成 

補完調査を行うために、依頼文、アンケート調査用紙等を作成し、発送数分の

印刷を行った。作成した用紙を次ページ以降に示す。 

 

ⅰ）依頼文（A4 片面） 

ⅱ）アンケート調査用紙（A4両面） 

ⅲ）別紙（A3両面） 

ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 

ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 

 

作成した依頼文、アンケート調査用紙、別紙、返信用封筒を発送用封筒に封入

し、3.1.1章で抽出した補完調査対象事業者へ発送した。 

発送日：令和 3年 12月 10日（金） 

 

なお、アンケートの返送方法としては、同封した返信用封筒に入れて発送する

か、もしくは、そのまま FAXにて回答してもらう方法で行った。 

また、農林水産省ホームページに以下に示すとおり、アンケート実施中の周知

文を掲載した。 

 

農林水産省ホームページ（食品リサイクル） 
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ⅰ）依頼文 
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ⅱ）アンケート調査用紙（おもて面） 

※紙面の左上隅に管理番号を印字して送付 
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ⅱ）アンケート調査用紙（うら面） 
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ⅲ）別紙（P1） 
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ⅲ）別紙（P2） 
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ⅲ）別紙（P3） 

 

  



 

17 

 

ⅲ）別紙（P4） 
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ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 
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ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 
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3.1.3電話調査 

アンケート調査用紙を発送後、アンケート調査用紙の返信が得られなかった

補完調査対象事業者に対し、電話による督促並びに聞き取り調査を行った。調査

方法を以下に示す。 

電話調査は、調査用紙発送後、未回答事業者のうち 1,050件に対して行った。 

 

＜電話調査スクリプト＞ 

私、農林水産省からの調査を実施しております、東京商工リサーチ 食品産業リ

サイクル調査担当の    と申します。（いつもお世話になっております） 

 

先日、私どもから「農林水産省食品産業リサイクル状況等調査・・・」と、赤い

字で記載された封筒をお送りいたしましたが、ご覧いただけたでしょうか。 

 

ＮＯ： 

もしよろしければ、この電話でお送りしたアンケートの内容についておうかがいさ

せていただきたいのですが、よろしいでしょうか？ 

※12月に送付し、12/29〆切と調査票には記載しています。 

       

ＹＥＳ： 

ありがとうございます。そちらの調査につきまして、まだ弊社で回答を確認できて

おらず、お電話させていただきました。 

今回、食品を扱っている企業にアンケートを行っているのですが、 

もしよろしければ、この電話でアンケートの内容についておうかがいさせていただ

きたいのですが、よろしいでしょうか？ 

 

※この時点で食品関連の業種ではない場合は調査対象外のため調査終了 

・「TEL確認」列に「×」を入力 

・「備考」列に「対象外」と入力 

 

 

設問①：御社では、「食品廃棄物」は発生していますか？ 

 

「食品廃棄物」とは、 

・食品製造業であれば、製造時の加工残さ等のことです。 

・卸業、小売業であれば、売れ残り等により廃棄したもののことです。 

・外食産業であれば、調理くずや食べ残し等により廃棄したもののことで

す。 
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⇒発生している 

設問②、③へ 

 

⇒発生していない 

「TEL確認」に「○」を入力 

「食品廃棄物等の年間発生量（ｔ）」に「0」を入力  

 

⇒回答拒否 

「TEL確認」に「△」を入力 

「備考」に「回答拒否」と入力 

 

⇒廃業 / 対象外企業 

「TEL確認」に「×」を入力 

「備考」に「廃業」「対象外」と入力 

 

⇒その他 

「TEL確認」に「□」を入力 

「備考」に状況を記入 

 

⇒分からない 

「TEL確認」には何も入力せず、 

理由が聞ければ「備考」にその理由を入力 

（フランチャイズ・業者引取り報告なし・本社管理で分からない・全く把握してい

ない・リサイクル業者任せで分からない・・・等） 

 

設問②：食品廃棄物の発生量ですが、年間どのくらい発生していますか？ 

 

詳細が不明な場合は、 

年間100トン以上か100トン未満かで構いませんのでお教えください。 

（年間100トンとは、毎日およそ270kg 以上の食品廃棄物が発生している計

算になります） 

 

⇒具体的な発生量が分かる場合 

「TEL確認」に「○」を入力 

「食品廃棄物等の年間発生量（ｔ）」に年間の発生量を数値で入力、 

 

⇒年間100トン以上か100トン未満かわかる場合 

「TEL確認」に「○」を入力 
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「食品廃棄物等の年間発生量（ｔ）」に「100t以上」「100t未満」と入力  

 

⇒分からない 

「TEL確認」には何も入力せず、 

理由が聞ければ「備考」にその理由を入力 

（フランチャイズ・業者引取り報告なし・本社管理で分からない・全く把握し

ていない・リサイクル業者任せで分からない・・・等） 

 

・具体的な廃棄物の種類（貝殻/食用油/客の食べ残し等々・・・）や、廃棄物発生

状況等、聞いたことは備考欄へ要約して記入すること。 

 

 

設問③：食品廃棄物の、飼料化、肥料化、熱回収等のリサイクルの取組を実施され

ていらっしゃいますか？ 

 

⇒実施している 

「再生利用の取組の有無」に「○」を入力  

（電話ではリサイクル量まで聞き取らなくてＯＫ） 

 

・具体的なリサイクルの取組について説明された場合、「備考」にその内容を入力  

 

⇒実施していない 

「再生利用の取組の有無」に「×」を入力  

 

⇒わからない 

「再生利用の取組の有無」には何も入力せず、 

わからない理由がある場合は「備考」にその内容を入力 

 

アンケートは以上でございます。 

このお電話でご回答をいただきましたので、 

調査票は破棄していただいて構いません。 

 

お忙しいところお時間いただきありがとうございました。 

私、東京商工リサーチの   と申します。 

失礼いたします。 
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3.1.4補完調査結果 

食品リサイクル法に関する補完調査の回収状況を以下に示す。 

郵送調査においては返送のあった件数を、電話調査においては架電して何ら

かの回答を得られた件数を回収数としてカウントした。 

なお、回収率からは不着及び不通等のケースを母数から除いた。郵送調査と電

話調査の合計値においては、全体の母数は郵送調査の発送件数 5,000件とした。

そこから、郵送調査では不着となった件数を、電話調査では不通のほか、廃業・

閉店・休業などの廃業等の状況がわかった件数を除外対象としてカウントして

いる。 

 

食品リサイクル法に関する補完調査の回収結果（郵送）

 

 

食品リサイクル法に関する補完調査の回収結果（電話） 

 

  

農政局等 送付数 郵送回収 不着
回収率

（不着除く）
北海道 486 95 17 20.3
東北 126 37 5 30.6
関東（東京） 628 62 74 11.2
関東（東京以外） 980 207 56 22.4
北陸 225 57 12 26.8
東海 523 122 25 24.5
近畿 699 137 45 20.9
中四国 715 161 39 23.8
九州 579 124 30 22.6
沖縄 39 2 0 5.1

合計 5000 1004 303 21.4

業種 送付数 郵送回収 不着
回収率

（不着除く）
外食産業 1167 137 95 12.8
食品卸売業 1219 294 57 25.3
食品小売業 1313 285 64 22.8
食品製造業 1301 288 87 23.7

合計 5000 1004 303 21.4

農政局等 架電数 電話回収 不通Flg 廃業Flg 閉店Flg 休業Flg
回収率

（不通等除く）
北海道 95 28 14 0 0 0 34.6
東北 25 7 2 0 0 0 30.4
関東（東京） 139 23 14 1 0 0 18.5
関東（東京以外） 197 50 24 0 0 0 28.9
北陸 44 8 7 1 0 0 22.2
東海 102 12 24 1 0 0 15.6
近畿 142 32 25 0 0 0 27.4
中四国 161 38 38 3 0 0 31.7
九州 122 35 23 0 0 0 35.4
沖縄 14 4 4 0 0 0 40.0

合計 1041 237 175 6 0 0 27.6

業種 架電数 電話回収 不通Flg 廃業Flg 閉店Flg 休業Flg
回収率

（不通等除く）
外食産業 265 41 43 1 0 0 18.6
食品卸売業 247 69 55 1 0 0 36.1
食品小売業 290 63 44 0 0 0 25.6
食品製造業 239 64 33 4 0 0 31.7

合計 1041 237 175 6 0 0 27.6
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食品リサイクル法に関する補完調査の回収結果（郵送＋電話） 

 

 

郵送調査及び電話調査で食品廃棄物等の発生量について回答があった事業者

の食品廃棄物等の発生状況を以下に示す。 

食品廃棄物等が年間「100 トン以上」発生していると回答した事業者は 46 件

（集計対象数※に対して 1.0％）、「100トン未満」では 557件（12.3％）、「食品

廃棄物発生なし」と回答した事業者※は 512件（11.3％）であった。 

また、「リサイクル取組あり」と回答した事業者は、312件（6.9％）であった。 

※集計対象数は、発送数 5,000 件から不着・不通等 484 件を除いた 4,516 件とした。 

※「食品廃棄物発生なし」は、食品廃棄物の発生「0」の回答を対象としている。 

 

食品廃棄物等の発生状況 

 

  

農政局等 送付数
郵送＋電話

回収
不着・不通等

回収率
（不着等除く）

北海道 486 123 31 27.0
東北 126 44 7 37.0
関東（東京） 628 85 89 15.8
関東（東京以外） 980 257 80 28.6
北陸 225 65 20 31.7
東海 523 134 50 28.3
近畿 699 169 70 26.9
中四国 715 199 80 31.3
九州 579 159 53 30.2
沖縄 39 6 4 17.1

合計 5000 1241 484 27.5

業種 送付数
郵送＋電話

回収
不着・不通等

回収率
（不着等除く）

外食産業 1167 178 139 17.3
食品卸売業 1219 363 113 32.8
食品小売業 1313 348 108 28.9
食品製造業 1301 352 124 29.9

合計 5000 1241 484 27.5

農政局等 100トン以上 100トン未満
食品廃棄物
発生なし

リサイクルの
取組あり

北海道 8 53 52 34
東北 1 23 18 9
関東（東京） 9 37 30 23
関東（東京以外） 10 127 92 76
北陸 1 33 24 13
東海 4 42 79 35
近畿 4 72 73 38
中四国 7 90 82 51
九州 2 78 60 31
沖縄 0 2 2 2

合計 46 557 512 312

業種 100トン以上 100トン未満
食品廃棄物
発生なし

リサイクルの
取組あり

外食産業 7 104 50 34
食品卸売業 10 122 217 90
食品小売業 8 195 66 84
食品製造業 21 136 179 104

合計 46 557 512 312
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3.2 容器包装リサイクル法に関する補完調査 

再商品化義務の履行状況が確認できていない食品関連事業者を対象に、容器

包装リサイクル法に該当する容器包装の使用有無を把握するための郵送アンケ

ートを実施した。 

 

3.2.1調査対象事業者の選定 

容器包装リサイクル法補完調査対象事業者（5,000事業者）について、以下の

方法で抽出作業を実施した。 

 

容器包装リサイクル法補完調査の対象事業者選定方法 

 選定方法 実際の作業方法等 

ⅰ) 合併、廃業した事業者を除く。 「新規・合併・廃業フラグ」

により、合併と廃業の事業

者を除外 

ⅱ) 過去に点検指導を実施したことのある事業者を除く。 「指導年月日」にデータが

入っている事業者を除外 

ⅲ) 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会と委託契約を

締結していること、又は非申込の手続を行っていることが

一度でも確認できる事業者を除く。 

「申込種別」の各項目にデ

ータが入っている事業者

を除外 

ⅳ) 平成 26 年度から令和 2 年度までに、調査対象から除外し

た事業者を除く。 

調査対象除外者リストに

掲載されている事業者を

除外 

ⅴ) 平成 25 年度から令和 2 年度までに、補完調査又は重点調

査の対象となった事業者を除く。 

平成 25～令和 2 年度の調

査対象事業者を除外 

ⅵ) 業種分類リストに基づき、農林水産省所管の事業を営む事

業者を「製造業」と「商業・サービス業」の 2種類に区分

する。 

「業種名称＿1（主）」から、

「製造業」と「商業・サー

ビス業」に分類 

ⅶ) 再商品化義務の適用除外となる「小規模事業者」に該当す

る事業者を除く。 

＜小規模事業者の基準＞ 

○製造業：従業員 20人以下かつ売上高 240百万円以下 

○商業・サービス業：従業員 5人以下かつ売上高 70百万円

以下 

「従業員数」と「売上高」

から、製造業、商業・サー

ビス業別に、左記の＜小規

模事業者の基準＞に当て

はまる事業者を除外 
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ⅷ) 下記の算出式により、事業者ごとの想定委託額を算出し、

その額の上位から 5,000件程度を抽出して「R3調査対象候

補リスト」を作成する。 

＜算出式＞○製造業：売上高×0.4  

○商業・サービス業：売上高×0.15  

※算出式に使用する係数（0.4及び 0.15）は、日本容器包

装リサイクル協会の公表データ（H22）を基に算出したも

の。 

左記の＜算出式＞に基づ

き、想定委託額を算出。 

全国の事業者を一括して

想定委託額の降順に並べ

替え、上位から 5,000件程

度を抽出 

ⅸ) ⅷ)で作成したリストを農政局等の管轄地域単位に分割

（必要に応じて事業者数を調整）、農政局等へ送付し、調

査対象から除外する必要のある事業者を確認する。 

当初から事業者数が少な

い都道府県や除外される

事業者が多い場合は、下か

ら繰り上げる形で補充 

ⅹ) ⅸ)までで確認の終了したリストにおいて、想定委託額が

高い順に 5,000事業者を補完調査対象、残数を予備として、

調査対象者リストを完成する。 

確認の終了したリストか

ら、上位 5,000事業者を補

完調査対象として抽出 

なお、対象選定において以下の点で調整を行った。 

 

上記方法にて、抽出された補完調査対象において、すでに食品リサイクル法に

関する補完調査が実施中で、その回答状況において、調査対象が重複した事業者

からの有効な回答が得られ難いことを推測して、調査対象候補リストを基本と

して、対象選定の調整を行った。 

上記調整にて、抽出した補完調査対象事業者数（5,000事業者）を以下に示す。 

 

補完調査対象事業者数 

農政局等 
補完調査対象事業者 

製造業 商業・サービス業 合計 

北海道 39 304 343 

東北 50 295 345 

関東（東京） 62 950 1012 

関東（東京以外） 121 926 1047 

北陸 9 71 80 

東海 38 295 333 

近畿 75 605 680 

中四国 65 507 572 

九州 60 420 480 

沖縄 14 94 108 

合計 533 4,467 5,000 
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3.2.2アンケート調査用紙の作成 

補完調査を行うために、依頼文、アンケート調査用紙等を作成し、発送数分の

印刷を行った。作成した用紙を次ページ以降に示す。 

 

ⅰ）依頼文（A4 片面） 

ⅱ）アンケート調査用紙（A4両面） 

ⅲ）別紙（A4両面） 

ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 

ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 

 

作成した依頼文、アンケート調査用紙、別紙、返信用封筒を発送用封筒に封入

し、3.2.1章で抽出した補完調査対象事業者へ発送した。 

発送日：令和 3年 12月 10日（金） 

 

なお、アンケートの返送方法としては、同封した返信用封筒に入れて発送する

か、もしくは、そのまま FAXにて回答してもらう方法で行った。 

また、農林水産省ホームページに以下に示すとおり、アンケート実施中の周知

文を掲載した。 

 

 

農林水産省ホームページ（容器包装リサイクル） 
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ⅰ）依頼文 
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ⅱ）アンケート調査用紙（おもて面） 

 

※紙面の左上隅に管理番号を印字して送付 
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ⅱ）アンケート調査用紙（うら面） 

 

※印刷は白黒で行った。 
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ⅲ）別紙（おもて面） 
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ⅲ）別紙（うら面） 

 

※印刷は白黒で行った。 
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ⅳ）発送用封筒（角 2型封筒） 

 

  



 

34 

 

ⅴ）返信用封筒（長形 3号封筒） 
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3.2.3電話調査 

アンケート調査用紙を発送後、アンケート調査用紙の返信が得られなかった

補完調査対象事業者に対し、電話による督促並びに聞き取り調査を行った。調査

方法を以下に示す。 

電話調査は、調査用紙発送後、未回答事業者のうち 2,635件に対して行った。 

 

＜電話調査スクリプト＞ 

私、農林水産省からの調査を実施しております、東京商工リサーチ 食品産業リサ

イクル調査担当の    と申します。（いつもお世話になっております） 

 

先日、私どもから「農林水産省食品産業リサイクル状況等調査・・・」と、赤い字

で記載された封筒をお送りいたしましたが、ご覧いただけたでしょうか。 

 

ＮＯ： 

もしよろしければ、この電話でお送りしたアンケートの内容についておうかがいさ

せていただきたいのですが、よろしいでしょうか？ 

※12月に送付し、12/29〆切と調査票には記載しています。 

       

ＹＥＳ： 

ありがとうございます。 

そちらの調査につきまして、まだ弊社で回答を確認できておらず、お電話させていた

だきました。 

もしよろしければ、この電話でアンケートの内容についておうかがいさせていただき

たいのですが、よろしいでしょうか？ 

 

・御社では、一般消費者向けに商品の販売を行っていらっしゃいますか。 

※少しでも一般消費者向けに販売を行っていたら対象業者 

 

⇒行っていない。 

 

「メモ」へ「容器包装使用無し 業務用」と入力して終了 

（※業務用は対象外） 

 

⇒行っている。 
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・それでは使用している容器について確認させてください。 

 

・レジ袋等プラスチック製の容器包装は使用していらっしゃいますか？ 

⇒「プラ」に「○」をつける 

 

・飲み物用の紙コップなど、紙製の容器包装は使用していらっしゃいますか？ 

⇒「紙」に「○」をつける 

 

・ペットボトルに商品を入れて販売されることはありますか？ 

⇒「ペットボトル」に「○」をつける 

 

・ガラス瓶に商品を入れて販売されることはありますか？ 

⇒「ガラス」に「○」をつける 

 

よくある項目（要確認項目）： 

ネット通販等で商品を送る際の梱包材 

⇒段ボールは対象外だが、ビニールフィルムは「プラスチック製容器包装」 

 

・製造や販売している商品の容器や包装 

⇒ガラス容器、ペットボトル、発泡スチロールトレイ等を使用しているケースあり 

⇒スチール缶、アルミ缶、牛乳等の紙パック、段ボール 等は 対象外 

 

NO： 

何も使用していなければこの時点で終了。 

「メモ」に「容器包装使用無し」と入力 

 

アンケートは以上でございます。 

このお電話でご回答をいただきましたので、調査票は破棄していただいて構いませ

ん。 

 

お忙しいところお時間いただきありがとうございました。 

私、東京商工リサーチの   と申します。 

失礼いたします。 

 

⇒不通・間違い電話・等 

「備考」に「不通（コールのみ）」「間違い電話」等の内容を入力  
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3.2.4補完調査結果 

容器包装リサイクル法に関する補完調査の回収状況を以下に示す。 

郵送調査においては返送のあった件数を、電話調査においては架電して何ら

かの回答を得られた件数を回収数としてカウントした。 

なお、回収率からは不着及び不通等のケースを母数から除いた。郵送調査と電

話調査の合計値においては、全体の母数は郵送調査の発送件数 5,000件とした。

そこから、郵送調査では不着となった件数を、電話調査では不通のほか、廃業・

閉店・休業などの廃業等の状況がわかった件数を除外対象としてカウントして

いる。 

 

容器包装リサイクル法に関する補完調査の回収結果（郵送） 

 

 

容器包装リサイクル法に関する補完調査の回収結果（電話） 

 

  

農政局等 送付数 郵送回収 不着
回収率

（不着除く）
北海道 343 57 29 18.2
東北 345 57 21 17.6
関東（東京） 1012 88 159 10.3
関東（東京以外） 1047 182 68 18.6
北陸 80 7 2 9.0
東海 333 45 30 14.9
近畿 680 88 69 14.4
中四国 572 103 48 19.7
九州 480 96 31 21.4
沖縄 108 10 0 9.3

合計 5000 733 457 16.1

業種 送付数 郵送回収 不着
回収率

（不着除く）
商業・サービス業 4467 618 425 15.3
製造業 533 115 32 23.0

合計 5000 733 457 16.1

農政局等 架電数 電話回収 不通Flg 廃業Flg 閉店Flg 休業Flg
回収率

（不通等除く）
北海道 172 47 32 0 0 1 33.8
東北 180 57 26 0 0 0 37.0
関東（東京） 526 114 85 2 1 0 26.0
関東（東京以外） 544 162 88 2 1 1 35.8
北陸 49 14 9 1 0 0 35.9
東海 174 44 23 0 0 0 29.1
近畿 349 81 47 1 0 0 26.9
中四国 287 74 40 0 0 0 30.0
九州 257 74 35 0 0 0 33.3
沖縄 70 23 10 0 0 1 39.0

合計 2608 690 395 6 2 3 31.3

業種 架電数 電話回収 不通Flg 廃業Flg 閉店Flg 休業Flg
回収率

（不通等除く）
商業・サービス業 2331 610 364 6 2 3 31.2
製造業 277 80 31 0 0 0 32.5

合計 2608 690 395 6 2 3 31.3
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容器包装リサイクル法に関する補完調査の回収結果（郵送＋電話） 

 

 

郵送調査及び電話調査において、使用している容器包装の種類について回答

があった事業者の使用状況を以下に示す。 

容器包装の利用状況については、ガラスが 221 件（集計対象数※に対して

5.3％）、PET が 223 件（5.4％）、プラが 651 件（15.7％）、紙が 383 件（9.3％）

であった。 

また、容器包装の使用なしと回答した事業者は、568件（13.7％）であった※。 

※集計対象数は、発送数 5,000 件から不着・不通等 863 件を除いた 4,137 件とした。 

※郵送調査の Q3「当該年度において、容器包装を使用して一般消費者向けに販売しましたか？」

に対して「なし」と回答した件数、及び、電話調査において容器包装の使用なしと把握できた件

数の合計値 

容器包装の使用状況 

 

農政局等 送付数
郵送＋電話

回収
不着・不通等

回収率
（不着等除く）

北海道 343 104 62 37.0
東北 345 114 47 38.3
関東（東京） 1012 202 247 26.4
関東（東京以外） 1047 344 160 38.8
北陸 80 21 12 30.9
東海 333 89 53 31.8
近畿 680 169 117 30.0
中四国 572 177 88 36.6
九州 480 170 66 41.1
沖縄 108 33 11 34.0

合計 5000 1423 863 34.4

業種 送付数
郵送＋電話

回収
不着・不通等

回収率
（不着等除く）

商業・サービス業 8300 1228 800 16.4
製造業 533 195 63 41.5

合計 5000 1423 863 34.4

農政局等 ガラス PET プラ 紙
容器包装
使用なし

北海道 12 10 42 30 42
東北 18 18 66 39 35
関東（東京） 18 16 87 43 98
関東（東京以外） 63 70 169 105 115
北陸 1 2 9 3 10
東海 13 11 36 26 39
近畿 26 28 71 39 74
中四国 34 32 70 45 77
九州 29 30 83 43 68
沖縄 7 6 18 10 10

合計 221 223 651 383 568

業種 ガラス PET プラ 紙
容器包装
使用なし

商業・サービス業 198 196 556 325 487
製造業 23 27 95 58 81

合計 221 223 651 383 568




